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常任委員会
◎時任　英寛　○宮本　明彦

　徳田　修和　　中村　満雄

　植山　利博　　今吉　歳晴
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＜審査した議案・陳情＞

議案  第51号

議案  第52号

議案  第53号

陳情  第７号

霧島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の制定について　………………………………………全会一致で可決
霧島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の制定について　………………………………………………賛成多数で可決
霧島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に
関する基準を定める条例の制定について　………………………賛成多数で可決
ウィルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情書　…全会一致で可決

　

今
回
の
３
議
案
は
、
国
が

社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革

に
お
い
て
、
消
費
税
を
財
源

に
実
施
し
よ
う
す
る
幼
児
期

の
学
校
教
育
・
保
育
・
地
域

の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を

総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、

平
成
24
年
８
月
に
制
定
さ
れ

た
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

関
連
３
法
」
に
基
づ
き
、
市

が
条
例
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。

　

議
案
第
51
号
は
、「
地
域

型
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
」
13
事
業
の
う
ち
、
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用
す
る

子
供
た
ち
の
環
境
を
充
実
さ

せ
る
た
め
、
そ
の
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
た
も
の
。

議
案
第
52
号
は
、
小
規
模
保

育
事
業
や
家
庭
的
保
育
事
業

な
ど
が
、
市
の
認
可
と
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
設
備
・
運
営

及
び
認
可
の
基
準
等
を
定
め

た
も
の
。
議
案
第
53
号
は
、

県
が
認
可
を
行
う
保
育
所
、

幼
稚
園
と
新
設
さ
れ
た
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ

い
て
、
事
業
運
営
の
基
準
が

定
め
ら
れ
た
も
の
、
と
の
説

明
。
な
お
、
議
案
第
51
号
に

つ
い
て
は
、「
設
備
基
準
に

＜審査した議案・陳情＞

議案  第49号

議案  第54号

議案  第57号

霧島市営住宅の設置及び管理に関する条例及び霧島市営単独住宅の設置

及び管理に関する条例の一部改正について　……………………全会一致で可決

請負契約の締結について（Ｈ26新川北線（しらさぎ橋）上部工事）　…全会一致で可決

和解することについて　……………………………………………全会一致で可決

産業建設
常任委員会
◎下深迫孝二　○前島　広紀

　木野田　誠　　中馬　幹雄

　志摩　浩志　　厚地　　覺

　新橋　　実　　常盤　信一

　岡村一二三

市
営
住
宅
の
用
途
廃
止
・

解
体

　

霧
島
市
営
住
宅
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
は
、
計
26
戸
を
今
回

別
表
か
ら
削
除
し
、
用
途
廃

止
を
行
い
、
解
体
を
行
お
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
霧
島
市
営
単
独
住

宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
は
、
牧
園
地
区
の
牧
場
住

宅
５
号
の
１
戸
に
つ
い
て
今

回
、
別
表
か
ら
削
除
し
、
用

途
廃
止
を
行
い
、
解
体
を
行

お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

改
正
の
理
由
と
し
て
、
木

造
住
宅
が
建
設
後
54
年
か
ら

62
年
を
経
過
、
簡
易
耐
火
構

造
が
建
設
後
41
年
を
経
過
し

て
お
り
、
木
造
住
宅
及
び
、

簡
易
耐
火
構
造
の
住
宅
は
耐

用
年
数
を
大
幅
に
経
過
し
、

老
朽
化
が
著
し
い
こ
と
か
ら

解
体
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
の
説
明
。

■問　
市
営
住
宅
は
退
居
の
場

合
、
ア
ン
テ
ナ
や
増
築
部
分

に
つ
い
て
は
入
居
者
が
撤
去

す
べ
き
も
の
だ
と
思
う
が
、

そ
の
ま
ま
の
と
こ
ろ
が
あ
る

の
は
な
ぜ
か
。　

■答　
年
数
が
た
っ
て
い
る
建

物
は
、
書
類
の
整
備
が
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
い
つ
の
時

点
で
設
置
さ
れ
た
か
わ
か
ら

な
い
も
の
も
あ
り
、
残
っ
て

い
る
場
合
も
あ
る
。

■問　
２
団
地
を
建
て
替
え
と

位
置
付
け
て
い
る
が
、
場
所

は
ど
こ
か
。

■答　
横
川
の
中
尾
田
住
宅
と

隼
人
の
西
馬
場
上
住
宅
で
あ

る
。

し
ら
さ
ぎ
橋
橋
梁
上
部
工

請
負
契
約
締
結

　

天
降
川
に
架
か
る
し
ら
さ

ぎ
橋
は
平
成
28
年
度
の
完
成

を
目
指
し
て
事
業
を
実
施
し

て
い
る
。
構
成
員
が
３
者
又

は
４
者
か
ら
な
る
自
主
結
成

の
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業

体
に
よ
る
総
合
評
価
方
式
で

の
一
般
競
争
入
札
の
結
果
、

コ
ー
ア
ツ
・
鎌
田
・
ヤ
マ
グ

チ
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業

体
が
落
札
し
、
仮
契
約
を
締

結
し
た
。
工
期
は
平
成
28
年

10
月
31
日
ま
で
で
あ
る
と

の
説
明
。

■問　
入
札
金
額
と
設
計
金
額

は
い
く
ら
か
。
ま
た
、
落
札

率
は
何
％
か
。

■答　
入
札
金
額
は
、
消
費
税

を
含
め
13
億
５
２
１
６
万

円
、
設
計
金
額
は
消
費
税
を

含
め
て
15
億
９
９
５
０
万

円
、
落
札
率
は
、
89
・
58
％
で

あ
る

■問　
評
価
点
の
採
用
の
仕
方

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

■答　
企
業
の
施
工
能
力
、
現

場
配
置
予
定
技
術
者
の
能

力
、
地
域
貢
献
と
い
う
３
項

目
を
評
価
す
る
内
容
で
あ

る
。
地
域
貢
献
度
と
し
て

は
、
営
業
所
が
県
内
に
あ
る

こ
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
実

績
、
河
川
ア
ダ
プ
ト
や
道
路

ア
ダ
プ
ト
の
実
績
、
そ
の
ほ

か
消
防
団
員
の
雇
用
実
績
な

ど
で
あ
る
。

解体予定の松木住宅

建設中のしらさぎ橋

関
す
る
経
過
措
置
」
と
「
支

援
の
単
位
に
関
す
る
経
過
措

置
」
を
市
独
自
案
と
し
て
追

加
し
た
と
の
説
明
。

　
■問　
３
議
案
の
財
源
は
、
消

費
税
増
税
を
財
源
と
す
る
と

の
こ
と
だ
が
、
未
確
定
で
あ

る
。
別
途
財
源
の
担
保
は
あ

る
の
か
。

■答　
自
民
・
公
明
・
民
主
の

３
党
で
合
意
さ
れ
た
社
会
保

障
と
税
の
一
体
改
革
に
関
す

る
確
認
書
が
交
わ
さ
れ
、
財

源
に
つ
い
て
は
最
大
限
努
力

す
る
と
聞
い
て
い
る
。
具
体

的
な
財
源
提
示
は
な
い
が
、

平
成
27
年
４
月
か
ら
の
施
行

は
決
定
し
て
い
る
。
本
年
度

の
一
般
財
源
額
を
下
回
ら
な

い
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

議
案
第
51
号
に
つ
い
て

■問　
新
制
度
に
お
い
て
、
対

象
枠
が
小
学
校
６
年
生
ま
で

拡
大
さ
れ
る
。
現
状
の
38
児

童
ク
ラ
ブ
の
定
数
で
対
応
可

能
か
。
ま
た
、
待
機
児
童
数

及
び
学
年
枠
拡
大
に
よ
る
予

定
児
童
数
は
確
認
し
て
い
る

か
。

■答　
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
い
て

定
員
制
は
導
入
し
て
い
な
い

た
め
、
待
機
児
童
数
は
掌
握

し
て
い
な
い
。
対
象
学
年
引

上
げ
に
よ
る
影
響
数
も
確
認

し
て
い
な
い
。
対
象
学
年
の

引
上
げ
に
伴
い
、
児
童
ク
ラ

ブ
の
増
加
は
必
然
と
考
え

る
。

■問　
現
在
の
児
童
ク
ラ
ブ
の

指
導
員
数
、
有
資
格
者
数
は

何
名
か
。
ま
た
、
研
修
会
の

開
催
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

■答　
本
年
５
月
１
日
現
在
、

指
導
員
総
数
１
５
１
名
、
内

幼
稚
園
教
諭
、
保
育
士
の
有

資
格
者
は
62
名
。
研
修
会
は
、

今
後
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。

議
案
第
52
号
に
つ
い
て

■問　
保
育
従
事
者
の
資
格
要

件
で
事
業
分
類
さ
れ
る
が
、  

単
に
研
修
の
み
で
保
育
で
き

る
こ
と
に
対
し
、
運
営
面
や

事
故
の
対
応
等
に
つ
い
て
懸

念
は
な
い
の
か
。

■答　
市
の
子
ど
も
子
育
て
会

議
の
方
針
と
し
て
は
、
当
該

条
例
の
制
度
と
し
て
４
事
業

が
あ
る
が
、
小
規
模
保
育
事

業
の
Ａ
型
（
現
在
の
認
可
保

育
所
の
分
園
的
な
も
の
）
で

保
育
の
質
の
維
持
、
安
全
の

確
保
を
担
保
し
、
待
機
児
童

の
解
消
を
図
り
た
い
と
考
え

て
い
る
。
今
回
の
条
例
案
で

は
、
従
事
者
の
資
格
の
緩
和

等
、
施
設
開
所
の
ハ
ー
ド
ル

が
低
く
な
っ
た
も
の
が
あ
る

が
、
社
会
状
況
の
変
化
に
よ

り
、
新
制
度
で
事
業
展
開
で

き
る
よ
う
な
選
択
肢
を
講
じ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■問　
利
用
料
及
び
徴
収
に
関

す
る
条
文
が
明
記
さ
れ
て
い

な
い
が
問
題
は
な
い
か
。

■答　
保
育
料
・
利
用
料
に
つ

い
て
は
、
新
規
の
認
定
こ
ど

も
園
、
保
育
所
、
幼
稚
園
、

並
び
に
当
該
条
例
事
業
は
、

今
後
、
収
入
に
応
じ
て
そ
の

額
を
算
定
す
る
こ
と
と
な

る
。
国
の
基
準
を
参
酌
し
、

本
市
の
額
を
定
め
る
作
業
を

進
め
て
い
く
。
保
育
料
・
利

用
料
と
も
別
条
例
・
別
規
則

で
定
め
る
。

▼
有
資
格
者
事
業
所
や
保
育

資
格
が
不
要
で
、
市
の
研
修

の
み
で
適
格
と
な
る
事
業
所

が
で
き
、
保
育
格
差
が
生
じ

る
懸
念
が
あ
る
と
の
反
対
討

論
。
夜
間
保
育
な
ど
現
在
の

様
々
な
労
働
形
態
に
対
応
で

き
、
条
件
が
整
え
ば
公
費
投

入
も
可
能
と
な
る
な
ど
、
保

育
環
境
の
向
上
に
つ
な
が
る

と
の
賛
成
討
論
が
あ
っ
た
。

議
案
第
53
号
に
つ
い
て

■問　
現
在
の
認
可
保
育
所
等

の
定
員
を
超
え
た
部
分
に
つ

い
て
は
、
今
回
、
提
案
の
各

事
業
で
の
対
応
に
な
る
と
認

識
す
る
が
、
保
育
従
事
者
・

施
設
等
の
格
差
が
懸
念
さ

れ
、
保
育
そ
の
も
の
の
質
が

後
退
し
な
い
か
。

■答　
本
制
度
導
入
で
、
保
育

の
質
の
低
下
や
各
市
町
村
の

格
差
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
来
年
度
か
ら
の
５
か
年

計
画
の
中
で
、
量
と
質
、
併

せ
て
計
画
的
に
環
境
づ
く
り

を
し
て
い
く
こ
と
が
法
の
主

旨
で
あ
る
。

■問　
保
育
時
間
の
違
い
、
更

に
は
長
期
休
暇
の
有
無
に
よ

り
保
育
士
の
数
、
対
応
は
ど

の
よ
う
に
な
る
の
か
。ま
た
、

一
体
型
の
集
団
保
育
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
運
営
上
の
支

障
は
な
い
の
か
。

■答　
保
育
士
の
配
置
に
つ
い

て
は
、
現
在
の
保
育
基
準
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
対
応

に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
時

間
外
に
一
時
預
か
り
保
育
を

独
自
で
行
っ
て
お
り
、
長
期

休
暇
中
に
も
同
様
な
一
時
預

か
り
を
実
施
し
て
い
る
施
設

も
数
多
い
。
各
年
齢
で
人
数

も
違
い
、
ク
ラ
ス
構
成
の
仕

方
等
各
施
設
そ
れ
ぞ
れ
の
独

自
性
、
工
夫
の
中
で
様
々
な

課
題
を
調
整
し
、
運
営
が
な

さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い

る
。

▼
本
条
例
で
は
、
保
育
料
も

事
業
者
の
直
接
徴
収
と
す
る

事
項
が
盛
り
込
ま
れ
、
自
治

体
が
直
接
責
任
を
負
う
保
育

制
度
か
ら
の
後
退
で
あ
る
。

ま
た
、
教
育
と
保
育
の
時
間

格
差
、
長
期
休
暇
等
の
対
応

な
ど
集
団
保
育
に
大
き
な
支

障
が
出
る
と
の
反
対
討
論
。

教
育
・
保
育
が
同
一
施
設
内

で
行
わ
れ
、
多
様
な
対
応
の

保
育
が
で
き
、
保
護
者
の
勤

務
体
系
に
応
じ
た
適
切
な
対

応
が
可
能
と
な
る
と
の
賛
成

討
論
が
あ
っ
た
。

■問　
平
成
28
年
度
完
成
を
目

指
す
と
あ
る
が
、
現
在
の
工

事
の
進
捗
率
は
何
％
か
。

■答　
今
回
契
約
す
る
予
定
の

上
部
工
事
が
終
わ
る
と
73
％

と
な
る
が
、
現
在
は
下
部
工

が
ほ
と
ん
ど
終
わ
っ
て
お
り
、

35
％
で
あ
る
。

■問　
現
在
ま
で
の
事
業
費
と
、

完
成
ま
で
に
か
か
る
金
額
は

い
く
ら
か
。
ま
た
、
合
併
特

例
債
は
活
用
さ
れ
る
の
か
。

■答　
平
成
23
年
度
か
ら
現
在

ま
で
の
事
業
費
は
約
12
億
円

で
、
最
終
的
に
は
35
億
円
と

試
算
し
て
い
る
。
ま
た
、
合

併
特
例
債
も
活
用
し
な
が
ら

工
事
を
施
工
し
て
い
る
。
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